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(57)【要約】
【課題】タイヤ空気圧検出装置における長波帯のトリガ
信号の受信機能を応用することで、車両が長波帯の電波
による妨害波の影響を受ける妨害波エリア内に進入した
際に、車両のユーザから自動車販売店やサービス会社な
どへスマートキーシステムの障害として持ち込まれる苦
情の件数を低減する。
【解決手段】送受信機６側では、制御部６１が、ＬＦ受
信部６６を介して受信した長波帯の電波の電界強度を検
出して電界強度の検出値を示す電界強度データを、受信
機５へ送信する。一方、受信機５側では、制御部５１が
、送受信機６から受信した電界強度データに示される電
界強度の検出値に基づいて車両１００が長波帯の電波の
妨害波エリア内に存在し得ると判断した場合には、車両
１００が妨害波エリア内に存在し得る旨を示す「車両存
在情報」を、表示装置３に表示するとともに音声出力装
置４から音声により出力する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両が有する複数の車輪のうち少なくとも一つに取り付けられ、長波帯の電波を受信可
能な送受信機側受信手段、前記送受信機側受信手段によって受信された長波帯の電波の電
界強度を検出してその電界強度の検出値を示す電界強度データを出力する電界強度データ
出力手段、及び前記電界強度データ出力手段によって出力された電界強度データを送信す
る送受信機側送信手段を有する送受信機と、
　前記車両に搭載され、前記車両に搭乗する搭乗者に対して種々の情報を報知可能な報知
装置と、
　前記車両に搭載され、前記送受信機によって送信された電界強度データを受信可能な受
信機側受信手段、前記受信機側受信手段によって受信された電界強度データに示される電
界強度の検出値に基づいて前記車両が長波帯の電波の妨害波エリア内に存在し得るか否か
を判断する存在判断手段、及び前記存在判断手段によって前記車両が前記妨害波エリア内
に存在し得ると判断された場合には前記車両が前記妨害波エリア内に存在し得る旨を示す
車両存在情報を前記報知装置を制御して報知させる報知制御手段を有する受信機と、
　を備えることを特徴とする妨害波エリア報知システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の妨害波エリア報知システムにおいて、
　前記存在判断手段は、前記受信機側受信手段によって受信された電界強度データに示さ
れる電界強度の検出値が閾値以上であるか否かを判断し、前記検出値が前記閾値以上であ
ると判断した場合には前記車両が前記妨害波エリア内に存在し得ると判断することを特徴
とする妨害波エリア報知システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の妨害波エリア報知システムにおいて、
　前記存在判断手段は、前記受信機側受信手段によって受信された電界強度データに示さ
れる電界強度の検出値が閾値以上であるか否かを判断し、前記検出値が前記閾値以上であ
ると判断した場合にはその判断した時点から継続して前記検出値が前記閾値以上である継
続時間が設定時間以上であるか否かを判断し、前記継続時間が前記設定時間未満であると
判断しているときには前記車両が前記妨害波エリア内に存在し得ないと判断し、一方、前
記継続時間が前記設定時間以上であると判断した場合には前記車両が前記妨害波エリア内
に存在し得ると判断し、
　前記報知制御手段は、前記存在判断手段によって前記車両が前記妨害波エリア内に存在
し得ないと判断された場合には前記報知装置を制御して前記車両存在情報を報知させず、
一方、前記存在判断手段によって前記車両が前記妨害波エリア内に存在し得ると判断され
た場合には前記報知装置を制御して前記車両存在情報を報知させることを特徴とする妨害
波エリア報知システム。
【請求項４】
　車両に搭載される車載装置と前記車両に搭乗する搭乗者に携帯される携帯機とを備え、
前記車載装置と前記携帯機とが無線通信可能に構成され、前記携帯機が前記車載装置によ
って送信される長波帯の信号を受信可能な無線通信領域内に存在した場合には、前記携帯
機と前記車載装置とが交信する車両用遠隔制御システムであって、
　前記車両に取り付けられ、長波帯の信号を前記携帯機へ送信可能な送信機と、
　前記車両に搭載され、搭乗者に対して種々の情報を報知可能な報知装置と、
　を備え、
　前記車載装置は、応答を要求する要求信号を前記送信機を制御して前記携帯機へ一定の
周期ごとに送信させる送信制御手段を有し、
　一方、前記携帯機は、
　前記携帯機が前記無線通信領域内に存在した場合には、前記送信機から送信された要求
信号を受信可能な携帯機側受信手段と、
　前記携帯機側受信手段が要求信号を受信した場合には、前記要求信号が受信される度に
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応答信号を前記車載装置へ送信する携帯機側送信手段と、
　を有し、
　前記車載装置は、さらに、
　前記車両が走行可能な状態であることを示す走行可能情報を取得可能な走行可能情報取
得手段と、
　前記携帯機の前記携帯機側送信手段によって送信された応答信号を受信可能な車載装置
側受信手段と、
　前記走行可能情報取得手段が前記走行可能情報を取得した場合には、要求信号の送信か
ら所定時間以内に前記車載装置側受信手段が応答信号を受信したか否かを判断する受信判
断手段と、
　請求項１～請求項３に記載の妨害波エリア報知システムから前記車両存在情報を取得可
能な車両存在情報取得手段と、
　要求信号の送信から所定時間以内に前記受信判断手段が前記応答信号を受信していない
と判断した場合において、前記車両存在情報取得手段が前記車両存在情報を取得していな
いときには、前記携帯機が前記無線通信領域外に存在する旨を示す携帯機存在情報を前記
報知手段を制御して報知させ、その後、前記車両存在情報取得手段が前記車両存在情報を
取得したときには、前記携帯機存在情報の報知を停止する報知制御手段と、
　を有することを特徴とする車両用遠隔制御システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の車両用遠隔制御システムにおいて、
　前記報知制御手段は、要求信号の送信から所定時間以内に前記受信判断手段が前記応答
信号を受信していないと判断した場合において、前記車両存在情報取得手段が前記車両存
在情報を取得したときには、当該車両用遠隔制御システムに障害が発生し得る旨を示す警
報情報を前記報知装置を制御して報知させることを特徴とする車両用遠隔制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タイヤ空気圧検出装置における長波帯のトリガ信号の受信機能を応用する技
術に関するものであり、特に、長波帯の電波の電界強度を検出し、その電界強度の検出値
に基づいて車両が長波帯の電波の妨害波エリア内に存在し得ると判断した場合には、その
旨を報知する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、タイヤ空気圧検出装置（ＴＰＭＳ：Tire Pressure Monitoring System）の１つ
として、ダイレクト式のものが知られている（例えば、特許文献１参照）。このタイプの
タイヤ空気圧検出装置では、タイヤが取り付けられた車輪側に、圧力センサが備えられた
送信機が直接取り付けられている。また、車体側には受信機が設けられており、圧力セン
サからの検出信号が車輪側の送信機から送信されると、車体側の受信機にその検出信号が
受信され、タイヤ空気圧の検出が行われるようになっている。
【０００３】
　このようなダイレクト式のタイヤ空気圧検出装置では、各送信機がどの位置の車輪につ
いているものなのかを判別するために、電界強度の検出により送受信者間の距離を推定す
ることで車輪位置の特定を行っている。より具体的には、特許文献１に記載のように、各
車輪に取り付けられた送信機にて、車体側に設けられたトリガ機からのトリガ信号の受信
時における電界強度（以下、受信強度）を取得し、この取得した受信強度を示すデータを
受信機へ送信する。受信機側では、この受信強度からトリガ機と各送信機との距離を特定
することで、各送信機がどの位置の車輪についているものなのかを判別している。
【特許文献１】特開２００７－１５４９１号公報（第６頁、図１）
【特許文献２】特開２００２－５４３３１号公報（第５～７頁、図１）
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上述のようなタイヤ空気圧検出装置の車輪位置検出で用いられる通信機能を
応用した種々の追加機能をタイヤ空気圧検出装置に付加することで、更なる普及拡大を狙
うことができると考えられる。
【０００５】
　そこで、車両のドアの解錠や、エンジン始動の許可などを車両の外部から遠隔操作する
ためのスマートキーシステムへの応用を検討した。
　従来のスマートキーシステムでは、車両に搭載される車載装置と車両のユーザに携帯さ
れる携帯機とが長波帯の信号を用いて無線通信可能に構成され、携帯機が車載装置によっ
て送信される長波帯の信号を受信可能な無線通信領域内に存在した場合には、携帯機と車
載装置とが交信し、車載装置が携帯機から送信された応答信号に含まれる認証コードが予
め登録された認証コードに対応していると判断すると、例えば車両のドアを解錠したり、
エンジン始動を許可したりする（例えば、特許文献２）。
【０００６】
　しかし、上述のようなスマートキーシステムにおいては、車両が例えば長波帯の電波を
送信するアンテナ近傍などの長波帯の電波による妨害波の影響を受ける妨害波エリア内に
進入した際に、携帯機が車載装置によって送信される長波帯の信号を妨害波の影響で受信
できない場合があった。このような場合には、携帯機と車載装置とが交信できないため、
例えば車両のドアが解錠されないことが起こり得る。また、携帯機を携帯したユーザが通
常のキーによって車両のドアを解錠し、乗車した場合であっても、携帯機と車載装置とが
交信できないため、例えばエンジン始動が許可されないことが起こり得る。以上のように
、車両が長波帯の電波による妨害波の影響を受ける妨害波エリア内に進入した際に、車両
のドアが解除されなかったり、エンジン始動が許可されなかったりすると、車両のユーザ
から自動車販売店やサービス会社などへスマートキーシステムの障害として苦情を持ち込
まれることがあった。
【０００７】
　本発明は、このような不具合に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、タ
イヤ空気圧検出装置における長波帯のトリガ信号の受信機能を応用することで、車両が長
波帯の電波による妨害波の影響を受ける妨害波エリア内に進入した際に、携帯機が車載装
置によって送信される長波帯の信号を受信できない場合であっても、車両のユーザから自
動車販売店やサービス会社などへスマートキーシステムの障害として持ち込まれる苦情の
件数を低減することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した問題点を解決するためになされた請求項１に係る妨害波エリア報知システムは
、送受信機と、報知装置と、受信機とを備える。このうちの送受信機側では、電界強度デ
ータ出力手段が、送受信機側受信手段によって受信された長波帯の電波の電界強度を検出
して、その電界強度の検出値を示す電界強度データを出力する。また、送受信機側送信手
段が、電界強度データ出力手段によって出力された電界強度データを送信する。
【０００９】
　一方、受信機側では、存在判断手段が、受信機側受信手段によって受信された電界強度
データに示される電界強度の検出値に基づいて車両が長波帯の電波の妨害波エリア内に存
在し得るか否かを判断する。なお、この妨害波エリアとは、長波帯の電波を用いて無線通
信可能な通信機器が、そのエリア内に存在する場合に、例えば無線航行用のロラン局やビ
ーコン、標準電波施設などの基地局から送信される長波帯の電波による妨害波の影響を受
けて他の通信機器と通信できなくなるエリアを言う。また、報知制御手段が、存在判断手
段によって車両が妨害波エリア内に存在し得ると判断された場合には、車両が妨害波エリ
ア内に存在し得る旨を示す車両存在情報を報知装置を制御して報知させる。
【００１０】
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　このことにより、本発明の妨害波エリア報知システムは、電界強度の検出値に基づいて
車両が長波帯の電波の妨害波エリア内に存在し得ると判断した場合には、車両が妨害波エ
リア内に存在し得る旨を示す車両存在情報を搭乗者に対して報知する。そして、搭乗者と
しての車両のユーザや同乗者が、この車両存在情報を見たり聞いたりすることによって、
車両が妨害波エリア内に存在し得ることを知ることができ、例えばスマートキーシステム
において発生した障害の要因として長波帯の電波の妨害波によるものである可能性がある
ことを認識できる。したがって、このことを認識していない場合と比較して、車両のユー
ザから自動車販売店やサービス会社などへスマートキーシステムの障害として持ち込まれ
る苦情の件数が低減されると期待できる。
【００１１】
　ところで、存在判断手段が、受信機側受信手段によって受信された電界強度データに示
される電界強度の検出値に基づいて車両が妨害波エリア内に存在し得るか否かを判断する
場合、次の（イ）、及び（ロ）のように構成することが考えられる。
【００１２】
　（イ）まず、請求項２に記載のように、存在判断手段は、受信機側受信手段によって受
信された電界強度データに示される電界強度の検出値が閾値以上であるか否かを判断し、
検出値が閾値以上であると判断した場合には車両が長波帯の電波の妨害波エリア内に存在
し得ると判断することが考えられる。なお、閾値とは、予め実験等によって設定される値
であり、例えば妨害波エリアの外縁における妨害波の電界強度の値よりも検出時の誤差を
考慮して小さく設定することが考えられる。
【００１３】
　（ロ）また、請求項３に記載のように、存在判断手段は、受信機側受信手段によって受
信された電界強度データに示される電界強度の検出値が閾値以上であるか否かを判断し、
検出値が閾値以上であると判断した場合にはその判断した時点から継続して検出値が閾値
以上である継続時間が設定時間以上であるか否かを判断し、継続時間が設定時間未満であ
ると判断しているときには車両が妨害波エリア内に存在し得ないと判断し、継続時間が設
定時間以上であると判断した場合には車両が妨害波エリア内に存在し得ると判断すること
が考えられる。そして、報知制御手段は、存在判断手段によって車両が妨害波エリア内に
存在し得ないと判断された場合には報知装置を制御して車両存在情報を報知させず、一方
、存在判断手段によって車両が妨害波エリア内に存在し得ると判断された場合には報知装
置を制御して車両存在情報を報知させる。
【００１４】
　このように構成された妨害波エリア報知システムによれば、次のような作用効果を奏す
る。すなわち、電界強度の検出値が閾値以上であると判断した時点から継続して検出値が
閾値以上である継続時間が設定時間未満であると判断しているときには、車両が妨害波エ
リア内に存在し得ないと判断し、車両存在情報を報知しない。一方、上述した継続時間が
設定時間以上であると判断した場合には、車両が長波帯の電波の妨害波エリア内に存在し
得ると判断し、車両存在情報を報知する。なお、この設定時間とは、車両存在情報を断続
的に報知した際に、車両のユーザや同乗者がその報知を煩雑に感じると想定される時間よ
りも大きく設定された時間である。したがって、例えば車両が妨害波エリアの外縁近傍を
走行して、妨害波エリアへの進入と妨害波エリアからの退出を繰り返した場合に、電界強
度の検出値が閾値以上となる都度車両存在情報を報知する場合と比較して、車両存在情報
を報知する回数を少なくできるので、車両のユーザや同乗者にその報知を煩雑に感じさせ
なくすることができる。
【００１５】
　ところで、上述したスマートキーシステムの中には、例えば車両のエンジンが動作して
いる場合には、携帯機が車載装置によって送信される長波帯の要求信号を受信するたびに
応答信号を送信し、車載装置が要求信号を送信した時点から所定時間以内に応答信号を受
信しない場合には、携帯機が無線通信領域外に存在することを例えばメータの表示部など
に表示するものがある。一例を挙げると、携帯機を携帯したユーザがエンジンを停止させ
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ない状態で車両から離れたことを、例えばメータの表示部などに表示することによって、
同乗者に知らせるといった具合である。
【００１６】
　しかし、このようなスマートキーシステムにおいては、車両が長波帯の電波の妨害波エ
リア内に存在する場合には、携帯機が車載装置によって送信される長波帯の要求信号を受
信できないことがある。このような場合には、携帯機と車載装置とが交信できないため、
例えばエンジンが動作しているときに、携帯機を携帯したユーザがエンジンを停止させな
い状態で車両から離れたとの不適切な表示を、携帯機を携帯したユーザが乗車しているに
もかかわらず、メータの表示部などに表示してしまうことが起こり得る。そして、このよ
うな不適切な表示に起因して、車両のユーザから自動車販売店やサービス会社などへスマ
ートキーシステムの障害として苦情を持ち込まれることがあった。
【００１７】
　上述した問題点を解決するためになされた請求項４に係る車両用遠隔制御システムは、
車載装置と、携帯機と、送信機と、報知装置とを備える。このうちの車載装置側では、送
信制御手段が、応答を要求する要求信号を送信機を制御して携帯機へ一定の周期ごとに送
信させる。この一定の周期とは、携帯機が例えば無線通信領域内から無線通信領域外へ移
動した際に、携帯機が無線通信領域外に存在することを報知した場合に、車両のユーザや
同乗者がその報知を遅いと感じると想定される時間よりも小さく設定された時間に相当す
る。
【００１８】
　一方、携帯機側では、携帯機側送信手段が、携帯機側受信手段が要求信号を受信した場
合には、要求信号が受信される度に応答信号を車載装置へ送信する。
　次に、車載装置側では、受信判断手段が、走行可能情報取得手段が車両が走行可能な状
態であることを示す走行可能情報を取得した場合には、要求信号の送信から所定時間以内
に車載装置側受信手段が応答信号を受信したか否かを判断する。この「車両が走行可能な
状態」とは、例えば車両のエンジンが動作中であることなどを言う。また、この所定時間
とは、予め実験等によって設定され、車載装置が要求信号を送信してから、その要求信号
を携帯機が受信して応答信号を送信し、その応答信号を車載装置が受信するまでに要する
と想定される時間よりも大きく設定される。
【００１９】
　そして、報知制御手段は、要求信号の送信から所定時間以内に受信判断手段が応答信号
を受信していないと判断した場合において、車両存在情報取得手段が車両存在情報を取得
していないときには、携帯機が無線通信領域外に存在する旨を示す携帯機存在情報を報知
手段を制御して報知させる。その後、報知制御手段は、車両存在情報取得手段が車両存在
情報を取得したときには、携帯機存在情報の報知を停止する。このことにより、要求信号
の送信から所定時間以内に受信判断手段が応答信号を受信していないと判断した場合であ
っても、車両存在情報取得手段が車両存在情報を取得したときには、例えば携帯機を携帯
したユーザが乗車しているにもかかわらず、携帯機が無線通信領域外に存在するという不
適切な表示をしない。したがって、上述の不適切な表示をした場合には、苦情の件数が増
加すると懸念されるが、本発明によれば、上述のような不適切な表示をしないので、車両
のユーザから自動車販売店やサービス会社などへ例えばスマートキーシステムの障害とし
て持ち込むこまれる苦情の件数が低減されると期待できる。
【００２０】
　また、請求項５に記載のように、報知制御手段は、要求信号の送信から所定時間以内に
受信判断手段が応答信号を受信していないと判断した場合において、車両存在情報取得手
段が車両存在情報を取得したときには、当該車両用遠隔制御システムに障害が発生し得る
旨を示す警報情報を報知装置を制御して報知させることが考えられる。
【００２１】
　このように構成された車両用遠隔制御システムによれば、次のような作用効果を奏する
。すなわち、要求信号の送信から所定時間以内に応答信号を受信していない場合であって
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も、車両が妨害波エリア内に存在し得る旨を示す車両存在情報を取得したときには、車両
用遠隔制御システムに障害が発生し得る旨を示す警報情報を搭乗者に対して報知する。そ
して、搭乗者としての車両のユーザや同乗者が、この警報情報を見たり聞いたりすること
によって、車両用遠隔制御システムに、例えば携帯機と車載装置とが交信できないような
障害が発生し得ることを知ることができる。したがって、このことを知らない場合と比較
して、車両のユーザから自動車販売店やサービス会社などへ例えばスマートキーシステム
の障害として持ち込まれる苦情の件数が低減されると期待できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　［１．妨害波エリア報知システムの構成の説明］
　図１（ａ）は第一実施形態の妨害波エリア報知システム１の全体構成を示すブロック図
であり、図１（ｂ）は送受信機６の構成を示すブロック図である。
【００２３】
　妨害波エリア報知システム１は、図１（ａ）に示すように、送受信機６ａ～６ｄ、表示
装置３、音声出力装置４、及び受信機５を備える。
　［１－１．送受信機６ａ～６ｄの構成の説明］
　送受信機６ａ～６ｄは、車両１００が有する四つの車輪１１０ａ～１１０ｄそれぞれに
取り付けられ、車両１００に搭載されるタイヤ空気圧測定装置（例えば、特許文献１参照
）の送信機として機能し、四つの車輪１１０ａ～１１０ｄそれぞれに取り付けられたタイ
ヤの空気圧を検出し、その検出結果を示すデータを車両に搭載された受信機５へ送信する
。なお、タイヤ空気圧測定装置の構成については本発明の本質ではないため、詳しい説明
は省略する。なお、送受信機６ａ～６ｄそれぞれの構成は同一であるため、以下の説明に
おいて、個々の送受信機６ａ～６ｄを区別しない場合、単に送受信機６と表記する。
【００２４】
　送受信機６は、図１（ｂ）に示すように、ＬＦ受信部６６、ＵＨＦ送信部６４、アンテ
ナ６５，６７、制御部６１、電池６３を備えている。なお、送受信機６は、例えば空気圧
センサなどのタイヤ空気圧測定装置の構成も備えるが、本発明の本質ではないため、詳し
い説明は省略する。
【００２５】
　ＬＦ受信部６６は、アンテナ６７を介して長波帯の電波を受信し、その受信した長波帯
の電波を長波帯の信号として制御部６１へ送る機能を有する。
　ＵＨＦ送信部６４は、制御部６１から送られてきた電界強度データに関する信号を、ア
ンテナ６５を介して受信機５へＵＨＦ帯の電波によって送信する機能を有する。なお、Ｕ
ＨＦ送信部６４及びＬＦ受信部６６は、送受信機６が車両に搭載されるタイヤ空気圧測定
装置の送信機として機能する場合には、車両１００側のトリガ送信機（図示せず）、及び
受信機５との間で各種信号の送受信を行う。
【００２６】
　制御部６１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ及びこれらの構成を接続するバスライ
ンなどからなる周知のマイクロコンピュータを中心に構成されており、ＲＯＭ内に記憶さ
れたプログラムにしたがって、電界強度の検出処理などの各種処理を実行する。なお、こ
の電界強度の検出処理については後述する。
【００２７】
　電池６３は、例えばリチウムイオンなどの二次電池から構成されており、制御部６１に
電力を供給する。
　以上のように構成された送受信機６は、本発明の特徴的な構成として次のような機能を
有する。まず、長波帯の電波を受信し、その受信した長波帯の電波の電界強度を検出する
。そして、その検出した電界強度の検出値を示す電界強度データをＵＨＦ帯の電波によっ
て受信機５へ送信する。
【００２８】
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　［１－２．表示装置３の構成の説明］
　表示装置３は、車両１００の搭乗者から見える位置に配置され、車両１００が妨害波エ
リア内に存在し得る旨を示す「車両存在情報」などを車両１００の搭乗者に対して表示す
る。表示装置３の具体的な構成としては、例えば液晶ディスプレイなどの画像表示装置や
表示ランプが挙げられる。
【００２９】
　［１－３．音声出力装置４の構成の説明］
　音声出力装置４は、車両１００の搭乗者が聞こえる位置に配置され、上述した車両存在
情報などを車両１００の搭乗者に対して音声により出力する。音声出力装置４の具体的な
構成としては、例えばコーンスピーカなどのスピーカやブザーが挙げられる。
【００３０】
　［１－４．受信機５の構成の説明］
　受信機５は、車両１００に搭載されるタイヤ空気圧測定装置（例えば、特許文献１参照
）の受信機として機能し、送受信機６から送信されたタイヤの空気圧の検出信号を受信し
、その受信した検出信号に基づいてタイヤの空気圧を監視する機能を有する。
【００３１】
　受信機５は、図１（ａ）に示すように、ＵＨＦ受信部５４、アンテナ５５、制御部５１
を備えている。なお、受信機５は、例えばトリガ機に対してトリガ信号を出力させるトリ
ガ信号出力部などのタイヤ空気圧測定装置の構成も備えるが、本発明の本質ではないため
、詳しい説明は省略する。
【００３２】
　ＵＨＦ受信部５４は、送受信機６からＵＨＦ帯の電波によって送信された電界強度デー
タに関する信号を、アンテナ５５を介して受信して制御部５１へ送る機能を有する。なお
、ＵＨＦ受信部５４は、受信機５が車両に搭載されるタイヤ空気圧測定装置の受信機とし
て機能する場合には、送受信機６ａ～６ｄの間で各種信号の送受信を行う。
【００３３】
　制御部５１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ及びこれらの構成を接続するバスライ
ンなどからなる周知のマイクロコンピュータを中心に構成されており、ＲＯＭ内に記憶さ
れたプログラムにしたがって、妨害波エリア報知処理などの各種処理を実行する。この妨
害波エリア報知処理については後述する。また、制御部５１には、表示装置３、及び音声
出力装置４が接続される。
【００３４】
　以上のように構成された受信機５は、本発明の特徴的な構成として次のような機能を有
する。まず、送受信機６ａ～６ｄそれぞれから送信された電界強度データを受信し、その
受信した電界強度データに示される電界強度の検出値に基づいて車両１００が長波帯の電
波の妨害波エリア内に存在し得ると判断した場合には、上述した車両存在情報を表示装置
３に表示させ、音声出力装置４に音声により出力させる。
【００３５】
　［２．対応関係の説明］
　以上、妨害波エリア報知システム１について説明したが、本実施形態における妨害波エ
リア報知システム１の構成と、特許請求の範囲に記載した構成との対応は次の通りである
。本実施形態の送受信機６のアンテナ６７、及びＬＦ受信部６６が、特許請求の範囲にお
ける送受信機側受信手段に相当する。また、制御部６１、ＵＨＦ送信部６４、及びアンテ
ナ６５が、送受信機側送信手段に相当する。さらに、制御部６１が、電界強度データ出力
手段に相当する。また、表示装置３、及び音声出力装置４が、報知装置に相当する。また
、受信機５のアンテナ５５、及びＵＨＦ受信部５４が、受信機側受信手段に相当する。ま
た、制御部５１が、存在判断手段、及び報知制御手段に相当する。
【００３６】
　［３．送受信機６の制御部６１が実行する電界強度の検出処理の説明］
　次に、送受信機６の制御部６１が実行する電界強度の検出処理の手順を図５のフローチ
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ャートに基づいて説明する。本処理は、送受信機６が起動されている場合に実行される。
【００３７】
　まず、本処理が起動されると、長波帯の信号を受信したか否かを判断する（Ｓ１１０）
。具体的には、アンテナ６７を介して長波帯の電波を受信するＬＦ受信部６６から送信さ
れた長波帯の信号を受信したか否かを判断する。長波帯の信号を受信していないと判断し
た場合には（Ｓ１１０：ＮＯ）、長波帯の信号を受信するまで待機し、長波帯の信号を受
信したと判断した場合には（Ｓ１１０：ＹＥＳ）、Ｓ１２０の処理へ移行する。
【００３８】
　Ｓ１２０の処理においては、長波帯の電波の電界強度を検出する。具体的には、ＬＦ受
信部６６から受信した長波帯の信号を信号処理することによって受信強度を計測する。そ
して、制御部６１を構成するマイクロコンピュータのＲＯＭ内に記憶された受信強度と電
界強度とを関連付けた関連データに基づいて、計測した受信強度の値に対応する電界強度
の値を読み出す。この関連データは、予め長波帯の電波の電界強度を変化可能な環境にお
いて変化させた電界強度に値に対応する受信強度の値を計測しておき、その計測した受信
強度の値と電界強度の値とを関連付けている。Ｓ１２０の処理が終了したらＳ１３０の処
理へ移行する。
【００３９】
　Ｓ１３０の処理においては、電界強度データを受信機５へ送信する。具体的には、Ｓ１
２０の処理において読み出した電界強度の値である電界強度の検出値を示す電界強度デー
タを、ＵＨＦ送信部６４を介して受信機５へ送信する。Ｓ１３０の処理が終了したら、Ｓ
１１０の処理へ戻る。
【００４０】
　［４．受信機５の制御部５１が実行する妨害波エリア報知処理の説明］
　次に、受信機５の制御部５１が実行する妨害波エリア報知処理の手順を図６のフローチ
ャート、図３、及び図４に基づいて説明する。図３（ａ）は長波帯の電界強度の検出値と
閾値との関係などを示す説明図であり、図３（ｂ）は長波帯の電波を送信する基地局と妨
害波エリアなどとの関係などを示す説明図である。図４は長波帯の電界強度の検出値が閾
値以上である時間などを示す説明図である。本処理は、受信機５が起動されている場合に
実行される。
【００４１】
　まず、本処理が起動されると、送受信機６から電界強度データを受信したか否かを判断
する（Ｓ２１０）。具体的には、送受信機６から送信された電界強度データを、ＵＨＦ受
信部５４を介して受信したか否かを判断する。送受信機６から受信強度データを受信して
いないと判断した場合には（Ｓ２１０：ＮＯ）、受信強度データを受信するまで待機し、
受信強度データを受信したと判断した場合には（Ｓ２１０：ＹＥＳ）、Ｓ２２０の処理へ
移行する。
【００４２】
　Ｓ２２０の処理においては、電界強度データに示される電界強度の検出値が閾値以上で
あるか否かを判断する。なお、閾値とは、図３（ａ）に例示するように、妨害波エリアの
外縁における妨害波の電界強度の値よりも検出時の誤差を考慮して小さく設定されている
。本実施形態では、この閾値は、１４０ｄＢμＶに設定されている。また、この妨害波エ
リアとは、図３（ｂ）に例示するように、長波帯の電波を用いて無線通信可能な通信機器
が、そのエリア内に存在する場合に、例えば無線航行用のロラン局やビーコン、標準電波
施設などの基地局から送信される長波帯の電波による妨害波の影響を受けて他の通信機器
と通信できなくなるエリアを言う。ここで、電界強度データに示される電界強度の検出値
が閾値以上であると判断した場合には（Ｓ２２０：ＹＥＳ）、Ｓ２３０の処理へ移行する
。一方、電界強度の検出値が閾値未満であると判断した場合には（Ｓ２２０：ＮＯ）、Ｓ
２１０の処理へ戻る。
【００４３】
　Ｓ２３０の処理においては、継続時間が設定時間以上であるか否かを判断する。具体的



(10) JP 2009-78596 A 2009.4.16

10

20

30

40

50

には、電界強度の検出値が閾値以上であると判断した時点から、継続して検出値が閾値以
上である継続時間が設定時間以上であるか否かを判断する。なお、設定時間とは、図４に
例示するように、上述した車両存在情報を断続的に報知した際に、車両のユーザや同乗者
がその報知を煩雑に感じると想定される時間よりも大きく設定されている。本実施形態で
は、この設定時間は、３００秒に設定されている。ここで、継続時間が設定時間未満であ
ると判断しているときには（Ｓ２３０：ＮＯ）、Ｓ２４０の処理へ移行する。一方、継続
時間が設定時間以上であると判断した場合には（Ｓ２３０：ＹＥＳ）、車両１００が妨害
波エリアまたは周辺エリアに存在すると判断する。なお、この周辺エリアとは、図３（ｂ
）に例示するように、妨害波エリアの周囲に形成され、上述した検出時の誤差を考慮しな
いで閾値を妨害波エリアの外縁における妨害波の電界強度の値と同一にしたときに、長波
帯の電波を用いて無線通信可能な通信機器が、そのエリア内に存在する場合に、長波帯の
電波による妨害波の影響を受けて他の通信機器と通信できなくなる可能性があるエリアを
言う。そして、Ｓ２５０の処理へ移行する。
【００４４】
　Ｓ２４０の処理においては、電界強度データに示される電界強度の検出値が閾値未満で
あるか否かを判断する。そして、電界強度の検出値が閾値以上であると判断した場合には
（Ｓ２４０：ＮＯ）、Ｓ２３０の処理へ戻る。一方、電界強度の検出値が閾値未満である
と判断した場合には（Ｓ２４０：ＹＥＳ）、車両１００が外部エリアに存在すると判断す
る。なお、この外部エリアとは、図３（ｂ）に例示するように、周辺エリアの外部に形成
され、長波帯の電波を用いて無線通信可能な通信機器が、そのエリア内に存在する場合に
、長波帯の電波による妨害波の影響を受けずに他の通信機器と通信できるエリアを言う。
そして、Ｓ２１０の処理へ戻る。
【００４５】
　ここで、Ｓ２３０、及びＳ２４０の処理の一例を、図４を参照して説明する。検出値が
閾値以上となった時点の時刻Ｔ１から１００秒後の時刻Ｔ２において、検出値が閾値未満
となった場合には、継続時間が設定時間未満であり（Ｓ２３０：ＮＯ）、且つ電界強度の
検出値が閾値未満であるため（Ｓ２４０：ＹＥＳ）、車両１００が外部エリアに存在する
と判断する。また、検出値が閾値以上となった時点の時刻Ｔ５から３００秒後の時刻Ｔ６
において、継続して検出値が閾値以上である場合には、継続時間が設定時間未満であり、
（Ｓ２３０：ＮＯ）、且つ電界強度の検出値が閾値以上であるため（Ｓ２４０：ＮＯ）、
車両１００が外部エリアに存在すると判断する。一方、継続時間が設定時間以上であると
きには、（Ｓ２３０：ＹＥＳ）、車両１００が妨害波エリアまたは周辺エリアに存在する
と判断する。
【００４６】
　Ｓ２５０の処理においては、車両１００が妨害波エリアまたは周辺エリアに存在するこ
とを、表示装置３に表示し、音声出力装置４から音声により出力する。Ｓ２５０の処理が
終了したらＳ２６０の処理へ移行する。
【００４７】
　Ｓ２６０の処理においては、電界強度データに示される電界強度の検出値が閾値未満で
あるか否かを判断する。そして、電界強度の検出値が閾値以上であると判断した場合には
（Ｓ２６０：ＮＯ）、電界強度の検出値が閾値未満になるまで待機し、電界強度の検出値
が閾値未満であると判断した場合には（Ｓ２６０：ＹＥＳ）、Ｓ２７０の処理へ移行する
。
【００４８】
　Ｓ２７０の処理においては、表示装置３の表示を停止し、音声出力装置４からの音声出
力を停止する。Ｓ２７０の処理が終了したらＳ２１０の処理へ戻る。
　［５．効果の説明］
　（１）本実施形態の妨害波エリア報知システム１によれば、次のような作用効果を奏す
る。送受信機６側では、制御部６１が、ＬＦ受信部６６を介して受信した長波帯の電波の
電界強度を検出して、その電界強度の検出値を示す電界強度データを、ＵＨＦ送信部６４
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を介して受信機５へ送信する。一方、受信機５側では、制御部５１が、ＵＨＦ受信部５４
を介して受信した電界強度データに示される電界強度の検出値に基づいて車両１００が長
波帯の電波の妨害波エリア内または周囲エリアに存在するか否かを判断する。また、制御
部５１が、車両１００が長波帯の電波の妨害波エリア内または周囲エリアに存在すると判
断した場合には、車両１００が妨害波エリアまたは周辺エリアに存在する旨を示す「車両
存在情報」を、表示装置３に表示するとともに音声出力装置４から音声により出力する。
そして、搭乗者としての車両１００のユーザや同乗者が、この車両存在情報を見たり聞い
たりすることによって、車両１００が妨害波エリアまたは周辺エリアに存在することを知
ることができ、例えばスマートキーシステムにおいて発生した障害の要因として長波帯の
電波の妨害波によるものである可能性があることを認識できる。したがって、このことを
認識していない場合と比較して、車両１００のユーザから自動車販売店やサービス会社な
どへスマートキーシステムの障害として持ち込まれる苦情の件数が低減されると期待でき
る。
【００４９】
　（２）また、本実施形態の妨害波エリア報知システム１によれば、次のような作用効果
を奏する。受信機５側では、制御部５１が、ＵＨＦ受信部５４を介して受信した電界強度
データに示される電界強度の検出値に基づいて車両１００が長波帯の電波の妨害波エリア
内または周囲エリアに存在するか否かを判断する場合、電界強度の検出値が閾値以上であ
るか否かを判断する。そして、検出値が閾値以上であると判断した場合にはその判断した
時点から継続して検出値が閾値以上である継続時間が設定時間以上であるか否かを判断し
、継続時間が設定時間未満であると判断しているときには車両１００が外部エリアに存在
すると判断し、継続時間が設定時間以上であると判断した場合には車両１００が妨害波エ
リアまたは周辺エリアに存在すると判断する。すなわち、電界強度の検出値が閾値以上で
あると判断した時点から継続して検出値が閾値以上である継続時間が設定時間未満である
と判断しているときには、車両１００が外部エリアに存在すると判断し、車両存在情報を
報知しない。したがって、例えば車両１００が妨害波エリアの外縁近傍を走行して、妨害
波エリアへの進入と妨害波エリアからの退出を繰り返した場合に、電界強度の検出値が閾
値以上となる都度車両存在情報を報知する場合と比較して、車両存在情報を報知する回数
を少なくできるので、車両１００のユーザや同乗者にその報知を煩雑に感じさせなくする
ことができる。
【００５０】
　［６．他の実施形態］
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、様々な態様にて実施することができる。
【００５１】
　［７．車両用遠隔制御システムの構成の説明］
　図２（ａ）は第二実施形態の車両用遠隔制御システム２の全体構成を示すブロック図で
あり、図２（ｂ）は携帯機９の構成を示すブロック図である。
【００５２】
　車両用遠隔制御システム２は、図２（ａ）に示すように、車載装置８、表示装置３、音
声出力装置４、エンジン回転検出機２５、ドアアンテナ２３ａ～２３ｄ、及び携帯機９を
備える。なお、表示装置３、及び音声出力装置４については、上述した［妨害波エリア報
知システム１の構成の説明］欄にて説明したので、本欄では説明を省略する。
【００５３】
　［７－１．車載装置８の構成の説明］
　図２（ａ）に示すように、車載装置８は、車両１００に搭載され、制御部８１、ＵＨＦ
受信部８４、アンテナ８５を備えている。
【００５４】
　制御部８１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ及びこれらの構成を接続するバスライ
ンなどからなる周知のマイクロコンピュータを中心に構成されており、ＲＯＭ内に記憶さ
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れたプログラムにしたがって、存在領域報知処理（１）などの各種処理を実行する。なお
、この存在領域報知処理（１）については後述する。また、制御部８１には、表示装置３
、音声出力装置４、エンジン回転検出機２５、及びドアアンテナ２３ａ～２３ｄが接続さ
れる。さらに、制御部８１には、図示しないが、妨害波エリア報知システム１を構成する
受信機５の制御部５１が接続される。
【００５５】
　ＵＨＦ受信部８４は、携帯機９からＵＨＦ帯の電波によって送信された応答信号を、ア
ンテナ８５を介して受信して制御部８１へ送る機能を有する。
　［７－２．エンジン回転検出機２５の構成の説明］
　エンジン回転検出機２５は、車両１００のエンジン部（図示せず）に配置され、エンジ
ンの回転数を検出し、その検出した回転数を示す検出信号を制御部８１へ出力する。エン
ジン回転検出機２５の具体的な構成としては、例えばエンジン回転数センサなどが挙げら
れる。
【００５６】
　［７－３．ドアアンテナ２３ａ～２３ｄの構成の説明］
　ドアアンテナ２３ａは車両１００の右前のドアに取り付けられ、ドアアンテナ２３ｂは
車両１００の左前のドアに取り付けられ、ドアアンテナ２３ｃは車両１００の右後のドア
に取り付けられ、ドアアンテナ２３ｄは車両１００の左後のドアに取り付けられている。
なお、ドアアンテナ２３ａ～２３ｄそれぞれの構成は同一であるため、以下の説明におい
て、個々のドアアンテナ２３ａ～２３ｄを区別しない場合、単にドアアンテナ２３と表記
する。
【００５７】
　ドアアンテナ２３は、制御部８１から一定の周期ごとに送信されてきた応答を要求する
要求信号を、携帯機９へ長波帯の電波によって送信する機能を有する。なお、一定の周期
とは、携帯機９が例えば車載装置８からドアアンテナ２３を介して送信される長波帯の信
号を受信可能な無線通信領域内から無線通信領域外へ移動した際に、携帯機９が無線通信
領域外に存在することを報知した場合に、車両１００のユーザや同乗者がその報知を遅い
と感じると想定される時間よりも小さく設定された時間に相当する。本実施形態では、こ
の一定の周期は１秒に設定されている。
【００５８】
　［７－４．携帯機９の構成の説明］
　携帯機９は、車両１００に搭乗する搭乗者に携帯され、図２（ｂ）に示すように、制御
部９１、ＵＨＦ送信部９４、ＬＦ受信部９８、アンテナ９５，９９を備えている。
【００５９】
　制御部９１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ及びこれらの構成を接続するバスライ
ンなどからなる周知のマイクロコンピュータを中心に構成されており、ＲＯＭ内に記憶さ
れたプログラムにしたがって、存在領域報知処理（２）などの各種処理を実行する。なお
、この存在領域報知処理（２）については後述する。
【００６０】
　ＵＨＦ送信部９４は、制御部９１から送られてきた応答信号を、アンテナ９５を介して
車載装置８へＵＨＦ帯の電波によって送信する機能を有する。
　ＬＦ受信部９８は、携帯機９が車載装置８からドアアンテナ２３を介して送信される長
波帯の信号を受信可能な無線通信領域内に存在した場合には、車載装置８から送信された
要求信号をアンテナ９９を介して受信して制御部９１へ送る機能を有する。
【００６１】
　［８．対応関係の説明］
　以上、車両用遠隔制御システム２について説明したが、本実施形態における車両用遠隔
制御システム２の構成と、特許請求の範囲に記載した構成との対応は次の通りである。本
実施形態のドアアンテナ２３ａ～２３ｄが、特許請求の範囲における送信機に相当する。
また、携帯機９のアンテナ９９、及びＬＦ受信部９８が、携帯機側受信手段に相当する。
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また、制御部９１、ＵＨＦ送信部９４、及びアンテナ９５が、携帯機側送信手段に相当す
る。また、車載装置８の制御部８１が、送信制御手段、受信判断手段、車両存在情報取得
手段、及び報知制御手段に相当する。また、制御部８１、及びエンジン回転検出機２５が
、走行可能情報取得手段に相当する。また、ＵＨＦ受信部８４、及びアンテナ８５が、車
載装置側受信手段に相当する。また、車両１００のエンジンが動作中であることが、車両
が走行可能な状態であることに相当する。
【００６２】
　［９．車載装置８の制御部８１が実行する存在領域報知処理（１）の説明］
　次に、車載装置８の制御部８１が実行する存在領域報知処理（１）の手順を図７のフロ
ーチャート、及び図８のフローチャートに基づいて説明する。本処理は、車載装置８が起
動されている場合に実行される。
【００６３】
　まず、本処理が起動されると、一定の周期ごとに長波帯の要求信号を送信する（Ｓ５１
０）。具体的には、一定の周期ごとに応答を要求する要求信号を、ドアアンテナ２３を介
して携帯機９へ長波帯の電波によって送信する。Ｓ５１０の処理が終了したらＳ５１２の
処理へ移行する。
【００６４】
　続いて、Ｓ５１２の処理においては、エンジンは動作中であるか否かを判断する。具体
的には、エンジン回転検出機２５によって出力された検出信号を信号処理することによっ
て検出信号の出力強度を計測する。そして、制御部８１を構成するマイクロコンピュータ
のＲＯＭ内に記憶された出力強度データに基づいて、計測した出力強度の値からエンジン
が動作中か否かを判断する。なお、この出力強度データは、予めエンジンを動作可能な環
境においてエンジンを動作させた場合の出力強度の値と、エンジンを動作させない場合の
出力強度の値とを示す。ここで、エンジンは動作中であると判断した場合には（Ｓ５１２
：ＹＥＳ）、Ｓ５１４の処理へ移行する。一方、エンジンは動作中でないと判断した場合
には（Ｓ５１２：ＮＯ）、Ｓ５１０の処理へ戻る。
【００６５】
　Ｓ５１４の処理においては、要求信号の送信から所定時間以内に応答信号を受信したか
否かを判断する。具体的には、Ｓ５１０の処理における要求信号の送信から、所定時間以
内に携帯機９から送信された応答信号をＵＨＦ受信部８４を介して受信したか否かを判断
する。なお、所定時間とは、予め実験等によって設定され、車載装置８が要求信号を送信
してから、その要求信号を携帯機９が受信して応答信号を送信し、その応答信号を車載装
置８が受信するまでに要すると想定される時間よりも大きく設定されている。本実施形態
では、この所定時間は０．５秒に設定されている。ここで、要求信号の送信から所定時間
以内に応答信号を受信したと判断した場合には（Ｓ５１４：ＹＥＳ）、Ｓ５１０の処理へ
戻る。一方、要求信号の送信から所定時間以内に応答信号を受信していないと判断した場
合には（Ｓ５１４：ＮＯ）、Ｓ５１６の処理へ移行する。
【００６６】
　Ｓ５１６の処理においては、上述した妨害波エリア報知処理のＳ２５０の処理において
、妨害波エリア報知システム１が出力した、車両１００が妨害波エリアまたは周辺エリア
に存在する旨を示す「車両存在情報」を取得したか否かを判断する。ここで、妨害波エリ
ア報知システム１から車両存在情報を取得したと判断した場合には（Ｓ５１６：ＹＥＳ）
、Ｓ５１８の処理へ移行する。一方、妨害波エリア報知システム１から車両存在情報を取
得していないと判断した場合には（Ｓ５１６：ＮＯ）、Ｓ５２０の処理へ移行する。この
Ｓ５２０の処理については後述する。
【００６７】
　Ｓ５１８の処理においては、車両１００が妨害波エリアまたは周辺エリアに存在するた
めに車両用遠隔制御システム２の障害が発生し得ることを表示装置３に表示するとともに
音声出力装置４から音声により出力する。Ｓ５１８の処理が終了したらＳ５３０の処理（
図８参照）へ移行する。
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【００６８】
　続いて、Ｓ５３０の処理においては、Ｓ５１２の処理と同様の処理により、エンジンは
動作中であるか否かを判断する。エンジンは動作中であると判断した場合には（Ｓ５３０
：ＹＥＳ）、Ｓ５３２の処理へ移行する。一方、エンジンは動作中でないと判断した場合
には（Ｓ５３０：ＮＯ）、Ｓ５３６の処理へ移行する。
【００６９】
　Ｓ５３２の処理においては、Ｓ５１４の処理と同様の処理により、要求信号の送信から
所定時間以内に応答信号を受信したか否かを判断する。要求信号の送信から所定時間以内
に応答信号を受信したと判断した場合には（Ｓ５３２：ＹＥＳ）、Ｓ５３６の処理へ移行
する。一方、要求信号の送信から所定時間以内に応答信号を受信していないと判断した場
合には（Ｓ５３２：ＮＯ）、Ｓ５３４の処理へ移行する。
【００７０】
　Ｓ５３４の処理においては、Ｓ５１６の処理と同様の処理により、妨害波エリア報知シ
ステム１から車両存在情報を取得したか否かを判断する。妨害波エリア報知システム１か
ら車両存在情報を取得したと判断した場合には（Ｓ５３４：ＹＥＳ）、Ｓ５３０の処理へ
戻る。一方、妨害波エリア報知システム１から車両存在情報を取得していないと判断した
場合には（Ｓ５３４：ＮＯ）、Ｓ５３６の処理へ移行する。
【００７１】
　Ｓ５３６の処理においては、Ｓ５１８の処理において実行した表示装置３の表示を停止
するとともに音声出力装置４からの音声出力を停止する。Ｓ５３６の処理が終了したらＳ
５１０の処理（図７参照）へ戻る。
【００７２】
　ところで、先のＳ５１６の処理において妨害波エリア報知システム１から車両存在情報
を取得していないと判断した場合には（Ｓ５１６：ＮＯ）、携帯機９が無線通信領域外に
存在することを表示装置３に表示するとともに音声出力装置４から音声により出力する（
Ｓ５２０）。Ｓ５２０の処理が終了したらＳ５４０の処理（図８参照）へ移行する。
【００７３】
　続いて、Ｓ５４０の処理においては、Ｓ５１２の処理と同様の処理により、エンジンは
動作中であるか否かを判断する。エンジンは動作中であると判断した場合には（Ｓ５４０
：ＹＥＳ）、Ｓ５４２の処理へ移行する。一方、エンジンは動作中でないと判断した場合
には（Ｓ５４０：ＮＯ）、Ｓ５２０の処理において実行した表示装置３の表示を停止する
とともに音声出力装置４からの音声出力を停止し（Ｓ５４８）、Ｓ５１０の処理（図７参
照）へ戻る。
【００７４】
　Ｓ５４２の処理においては、Ｓ５１４の処理と同様の処理により、要求信号の送信から
所定時間以内に応答信号を受信したか否かを判断する。要求信号の送信から所定時間以内
に応答信号を受信したと判断した場合には（Ｓ５４２：ＹＥＳ）、Ｓ５２０の処理におい
て実行した表示装置３の表示を停止するとともに音声出力装置４からの音声出力を停止し
（Ｓ５４８）、Ｓ５１０の処理（図７参照）へ戻る。一方、要求信号の送信から所定時間
以内に応答信号を受信していないと判断した場合には（Ｓ５４２：ＮＯ）、Ｓ５４４の処
理へ移行する。
【００７５】
　Ｓ５４４の処理においては、Ｓ５１６の処理と同様の処理により、妨害波エリア報知シ
ステム１から車両存在情報を取得したか否かを判断する。妨害波エリア報知システム１か
ら車両存在情報を取得したと判断した場合には（Ｓ５４４：ＹＥＳ）、Ｓ５２０の処理に
おいて実行した表示装置３の表示を停止するとともに音声出力装置４からの音声出力を停
止し（Ｓ５４６）、Ｓ５１８の処理（図７参照）へ移行する。一方、妨害波エリア報知シ
ステム１から車両存在情報を取得していないと判断した場合には（Ｓ５４４：ＮＯ）、Ｓ
５４０の処理へ戻る。
【００７６】
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　［１０．携帯機９の制御部９１が実行する存在領域報知処理（２）の説明］
　次に、携帯機９の制御部９１が実行する存在領域報知処理（２）の手順を図９のフロー
チャートに基づいて説明する。本処理は、携帯機９が起動されている場合に実行される。
【００７７】
　まず、本処理が起動されると、車載装置８から送信された長波帯の要求信号を受信した
か否かを判断する（Ｓ６１０）。具体的には、車載装置８から長波帯の電波によって送信
された応答を要求する要求信号を、ＬＦ受信部９８を介して受信したか否かを判断する。
車載装置８から送信された長波帯の要求信号を受信していないと判断した場合には（Ｓ６
１０：ＮＯ）、車載装置８から送信された長波帯の要求信号を受信するまで待機し、車載
装置８から送信された長波帯の要求信号を受信したと判断した場合には（Ｓ６１０：ＮＯ
）、Ｓ６２０の処理へ移行する。
【００７８】
　Ｓ６２０の処理においては、応答信号をＵＨＦ送信部９４を介して車載装置８へ送信す
る。Ｓ６２０の処理が終了したらＳ６１０の処理へ戻る。
　［１１．効果の説明］
　（１）本実施形態の車両用遠隔制御システム２によれは、次のような作用効果を奏する
。車載装置８側では、制御部８１が、一定の周期ごとに応答を要求する要求信号を、ドア
アンテナ２３ａ～２３ｄを介して携帯機９へ長波帯の電波によって送信する。一方、携帯
機９側では、制御部９１が、車載装置８から送信された長波帯の要求信号を受信した場合
には、要求信号が受信される度に応答信号を車載装置８へ送信する。次に、車載装置８側
では、制御部８１が、エンジンは動作中であると判断した場合には、要求信号の送信から
所定時間以内に携帯機９から送信された応答信号を受信していないか否かを判断する。そ
して、制御部８１は、要求信号の送信から所定時間以内に携帯機９から送信された応答信
号を受信していないと判断した場合において、車両１００が妨害波エリアまたは周辺エリ
アに存在する旨を示す「車両存在情報」を取得していないときには、携帯機９が無線通信
領域外に存在する旨を示す「携帯機存在情報」を表示装置３に表示するとともに音声出力
装置４から音声により出力する。その後、制御部８１は、上述した車両存在情報を取得し
たときには、携帯機存在情報の表示を停止するとともに音声出力を停止する。このことに
より、制御部８１が、要求信号の送信から所定時間以内に応答信号を受信していないと判
断した場合であっても、上述した車両存在情報を取得したときには、例えば携帯機９を携
帯したユーザが乗車しているにもかかわらず、携帯機９が無線通信領域外に存在するとい
う不適切な表示をしない。したがって、上述の不適切な表示をした場合には、苦情の件数
が増加すると懸念されるが、本発明によれば、上述のような不適切な表示をしないので、
車両１００のユーザから自動車販売店やサービス会社などへ例えばスマートキーシステム
の障害として持ち込むこまれる苦情の件数が低減されると期待できる。
【００７９】
　（２）また、本実施形態の車両用遠隔制御システム２によれは、次のような作用効果を
奏する。車載装置８の制御部８１が、要求信号の送信から所定時間以内に応答信号を受信
していない場合であっても、上述した車両存在情報を取得したときには、車両用遠隔制御
システム２に障害が発生し得る旨を示す警報情報を表示装置３に表示するとともに音声出
力装置４から音声により出力する。そして、搭乗者としての車両１００のユーザや同乗者
が、この警報情報を見たり聞いたりすることによって、車両用遠隔制御システム２に、例
えば携帯機９と車載装置８とが交信できないような障害が発生し得ることを知ることがで
きる。したがって、このことを知らない場合と比較して、車両１００のユーザから自動車
販売店やサービス会社などへ例えばスマートキーシステムの障害として持ち込まれる苦情
の件数が低減されると期待できる。
【００８０】
　［１２．他の実施形態］
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、以下のような様々な態様にて実施することができる。
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　上記第二実施形態の車両用遠隔制御システム２では、「車両が走行可能な状態」である
ことを、「車両１００のエンジンが動作中」であることとしたが、これには限らない。「
車両が走行可能な状態」であることとして、例えば「車両１００のライトが点灯中」であ
ることや、「車両１００のサイドブレーキが解除中」であることでもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】（ａ）は第一実施形態の妨害波エリア報知システム１の全体構成を示すブロック
図であり、（ｂ）は送受信機６の構成を示すブロック図である。
【図２】（ａ）は第二実施形態の車両用遠隔制御システム２の全体構成を示すブロック図
であり、（ｂ）は携帯機９の構成を示すブロック図である。
【図３】（ａ）は長波帯の電界強度の検出値と閾値との関係などを示す説明図であり、（
ｂ）は長波帯の電波を送信する基地局と妨害波エリアなどとの関係などを示す説明図であ
る。
【図４】長波帯の電界強度の検出値が閾値以上である時間などを示す説明図である。
【図５】送受信機６の制御部６１が実行する電界強度の検出処理の手順を示すフローチャ
ートである。
【図６】受信機５の制御部５１が実行する妨害波エリア報知処理の手順を示すフローチャ
ートである。
【図７】車載装置８の制御部８１が実行する存在領域報知処理（１）の手順の前半を示す
フローチャートである。
【図８】車載装置８の制御部８１が実行する存在領域報知処理（１）の手順の後半を示す
フローチャートである。
【図９】携帯機９の制御部９１が実行する存在領域報知処理（２）の手順を示すフローチ
ャートである。
【符号の説明】
【００８３】
　１…妨害波エリア報知システム、２…車両用遠隔制御システム、３…表示装置、４…音
声出力装置、５…受信機、６，６ａ～６ｄ…送受信機、８…車載装置、９…携帯機、２３
，２３ａ～２３ｄ…ドアアンテナ、２５…エンジン回転検出機、５１…制御部、５４…Ｕ
ＨＦ受信部、５５…アンテナ、６１…制御部、６３…電池、６４…ＵＨＦ送信部、６６…
ＬＦ受信部、６５，６７…アンテナ、８１…制御部、８４…ＵＨＦ受信部、８５…アンテ
ナ、９１…制御部、９４…ＵＨＦ送信部、９８…ＬＦ受信部、９５，９９…アンテナ、１
００…車両、１１０ａ～１１０ｄ…車輪。
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